
で

お

供
す
る
の

が
、

私
の

志
だ

」
と

再
び
と
っ

て

返
し
、

彼
の

従
者
た
ち
も
、

「
御
主
人
が

将
軍
の

た
め
に

死
な
れ
る
の

に
、

我
ら
だ
け
が

生
き
の

び
る
わ
け

に

は
い

か

ぬ

」
と
、

主
人
と
も
ど
も
奮
戦
し
て

戦
死
し
た
。

佐
伯
経
範
は
、

相

模
秦
野
の

有
力
御
家
人
波
多
野
氏
の

先
祖
と
さ
れ
て

い

る
が
、

す
で

に

十
一

世

紀
に

武
士
の

社
会
に

強
い

主
従
関
係
が

生
ま
れ
つ

つ

あ
っ

た
こ

と
が

う
か
が
わ

れ
る
。

同
じ
戦
で

頼
義
に

従
っ

て

奮
戦
し
た
藤
原
景
通
・

景
季
父
子
も
、

相
模

国
鎌
倉
党
の

先
祖
と

考
え
ら
れ
て

い

る
。

前
九
年
役
後
お
よ
そ
二

十
年
、

前
九
年
の

役
で

苦
戦
す
る

頼
義
を
助
け
て

勝

利
に

み
ち
び
き
、

奥
州
の

王

者
と

な
っ

た
清
原
氏
一

族
の

内
紛
に
、

陸
奥
守
源

義
家
が

介
入
し
て

起
こ

っ

た
後
三
年
の

役
で

も
、

相
模
武
士
は
、

義
家
軍
の

中

心
と
な
っ

た
。

中
で

も
有
名
な
の

は

鎌
倉
権
五
郎
景
正
で

あ
る
。

彼
は
十
六
歳

で

従
軍
し
た
が
、

右
目
に

敵
の

矢
を
射
立
て

ら
れ
、

首
筋
ま
で

射
貫
か
れ
た
。

し
か
し
、

彼
は
屈
せ

ず
、

そ
の

ま
ま
相
手
を
射
殺
し
て

か
ら
陣
に

帰
っ

て

横
に

な
っ

た
。

武
勇
の

ほ
ま
れ
高
い

三
浦
為
次
（
為
継
）
は
、

景
正
に

近
づ

き
、

毛

皮
の

沓
を
は
い

た
ま
ま
景
正
の

顔
を
ふ
ん
で

矢
を
抜
こ

う
と

す
る
と

景
正
は
、

後三年の役　「後三年合戦絵詞」から　東京国立博物館蔵

©神奈川県立公文書館



突
然
足
下
か
ら
為
次
を
突
き
殺
そ
う
と
し
た
。

お
ど
ろ
く
為
次
に

景
正
は
、

「
弓
矢
に

当
た
っ

て

死
ぬ
の

は
兵
の

の

ぞ
む
と
こ

ろ

だ

が
、

生
き
な
が
ら
顔
を
土
足
で

踏
ま
れ
る
の

は
、

と
ん
で

も
な
い
。

お

前
は
お

れ
の

敵
だ

」
と
い

っ

た
。

勇
猛
と

名
を

重
ん

ず
る

は
、

武
士
の

魂
と
い

わ
れ
る
が
、

そ
の

源
を
相
模
武
士
に

み
る
。

景
正
が
、

後
に

鎌
倉
市
内
に

御
霊
神
社
と
し
て

祀
ら
れ
て

い

る
の

も
、

故
な
し
と
し
な
い
。

こ

う
し
た
相
模
武
士
に

支
え
ら
れ
た
義
家
は
、

京
都
の

貴
族
た
ち
か
ら
、

「
天
下
第
一

の

武
勇
の

士

」
と
い

わ
れ
る
こ

と
と

な

る

の

で

あ
る
。

荘
園
と
武
士

後
三
年
の

役
の

勇
者
、

鎌
倉
権
五
郎
景
正
は
、

十
二

世
紀
の

初
め
、

今
の

藤
沢
市
大
庭
付
近
一

帯
の

山
野
を
浮
浪

人
を
招
き
よ
せ
て

開
発
し
、

国
司
の

許
可
を
得
て
、

伊
勢
皇
大
神
宮
に

御
厨
と
し
て

寄
進
し
た
。

御
厨
は
、

神
社

や
天
皇
の

供
御
物
の

魚
貝
類
や
疎
菜
類
を
、

年
貢
と
し
て

納
め

る

所
領
の

こ

と
で

あ
る
。

頼
義
・

義
家
に

従
っ

た

武
士
は
、

い

ず
れ

も
鎌
倉
時
代
に

は
、

名
字
の

地
の

開
発
領
主
で

あ
り
、

こ

の

大
庭
御
厨
は
、

以
前
は
、

国
衙
領
大
庭
郷
の

地
で

あ
っ

た
が
、

景
正
が

神
宮
領
に

寄
進
し
た
と
き
、

領
内
に

十
二

郷
あ
っ

た
と
い

う
。

天
養
元
年
（
一

一

四
四

）
当
時
に

は
、

東
に

玉
輪
荘
と
の

間
を
流
れ
る

俣
野
川
、

南
は
相
模
湾
、

西
は
一

宮
で

あ
る

寒
川
神
社
の

神
郷
と
の

境
、

北
は

大
牧
崎
で

あ
る
と

主
張
さ
れ
て

い

る
。

東
西
約
九
㌔

㍍
、

南
北
約
七
㌔
㍍
の

地
域
で

あ
る
。

こ

の

年
、

鎌
倉
館
を
拠
点
と
し
て

い

た
源
義
朝
の

郎
等
ら
は
、

大
庭
御
厨
の

鵠
沼
郷
は
、

鎌

倉
郡
の

内
で

あ
る
と

称
し
て
、

国
衙
の

官
人
と

協
力
し
て

侵
入
し
、

御
厨
を
国
衙
領
に

し
よ
う
と
し
た
。

こ

の

時
、

御
厨
の

西
端
の

殿
原
郷
・

香
川
郷
（
茅
ケ
崎
市
）
に

対
し
て

も
、

国
の

目
代
ら
が
、

国
役
の

催
促
を
行
っ

て

い

る
。

平
安
時
代
の

末
、

院
政
に

よ
る
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国
衙
領
の

再
興
運
動
が

行
わ
れ
た
が
、

そ
の
一

端
で

あ
ろ
う
。

大
庭
御
厨
に

対
す
る
、

源
氏
の

武
力
を
背
景
と
し
た
こ

の

運
動
も
結

局
不
成
功
に

終
わ
っ

た
。

そ
れ
だ
け
、

伊
勢
大
神
宮
の

力
は
武
士
に

対
し
て

強
力
で

あ
っ

た
と
い

え
よ
う
。

県
南
の

大
庭
御
厨
に

対
し
、

県
北
に

成
立
し
た
の

が

稲
毛
荘
で

あ
る
。

こ

の

荘
園
は
、

現
在
の

川
崎
市
高
津
区
か
ら
中
原
区
に

ま

た
が
る

地
域
で
、

そ
の

開
発
は
、

川
崎
市
多
摩
区
の

北
部
、

細
山
・

金
程
・

菅
一

帯
の

小
沢
郷
を
所
領
と
し
た

稲
毛
三
郎
重
成
で

あ

る
。

稲
毛
重
成
も
有
力
な
鎌
倉
武
士
で

あ
る
。

開
発
の

時
期
は
不
明
で

あ
る
が
、

大
庭
御
厨
よ
り
は
お
く
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

稲

毛
本
荘
と
新
荘
と
が
あ
り
、

本
荘
に

は
稲
毛
郷
・

小
田
中
郷
・

井
田
郷
が

あ
る
。

こ

れ
ら
は
「
和
名
類
聚
抄
」
に

見
え
な
い

の

で
、

開
発
に

よ
っ

て

成
立
し
た

中
世
的
な
郷
で

あ
ろ
う
。

田
地
二

百
六
十
三
町
歩
余
、

荒
田
二

百
六
十
二

町
歩
余
、

合
わ
せ
て

五
百
町
歩

余
り
の

田
地
が

あ
り
、

外
に

新
田
五
十
五
町
歩
余
が

記
録
さ
れ
て

い

る
が
、

年
貢
は
、

町
当
た
り
八
丈
絹
二

疋
で

あ
る
。

絹
織
物
で

納
め

る
こ

と
に

な
っ

て

い

る
の

は
、

桑
の

栽
培
と

養
蚕
、

そ
し
て

絹
が
生
産
さ
れ
る
の

が
、

こ

の

荘
の

も
と
の

姿
で

あ
っ

た
の

で

あ

ろ
う
。

多
摩
川
畔
は
本
来
、

さ
ら
し

布
の

産
地
で

あ
る
の

に
、

絹
を
年
貢
と

す
る
の

は
、

か
つ

て

絹
生
産
の

強
制
が

あ
っ

た
の

で

あ

ろ
う
。

こ

の

荘
園
は
九
条
家
を
本
所
と

仰
い

だ
。

県
央
西
部
に

は
、

伊
勢
原
市
上
糟
屋
・

下
糟
屋
・

高
森
・

小
稲
葉
・

平
塚
市
小
鍋
島
を
含
む
広
大
な
糟
屋
荘
が

久

寿
元
年
（
一

一

五
四

）
に
、

荘
園
と
な
り
、

平
治
元
年
（
一

一

五
九

）
島
羽
上
皇
が

鳥
羽
離
宮
内
に

建
立
し
た
安
楽
寿
院
領
と
な
っ

た
。

鎌
倉
武
士

糟

屋
氏
が

名
字
と
し
て

い

る
の

は
、

そ
の

開
発
に

か

か

わ
っ

た
か

ら
で

あ
ろ
う
。

系
図
で

は
こ

の

氏
は
、

藤
原
元
方
の

子
孫
と
な
っ

て

い

る
が
、

後
三
年
役
に

頼
義
に

従
っ

た
佐
伯
元
方
で
、

平
安
時
代
の

国
衙
の

官
人
で

あ
ろ
う
と
の

説
が
信
憑
性
が

高
い
。
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こ

の

外
、

平
安
末
ま
で

に
、

県
域
に

は
次
の

諸
荘
が

成
立
し
、

各
荘
園
内
は
、

そ
の

荘
名
を
名
字
と

す
る

武
士
の

本
貫
地
と
な
っ

て

い

た
。

彼
ら
は
、

そ
の

荘
の

開
発
領
主
と
み
て

差
支
え
な
か

ろ
う
。

ま
ず
相
模
国
内
で

は
、

足
上
郡
に

大
井
荘（
大
井
町
・

小
田
原
市
下
大
井
、

京
都
延
勝
寺
領
、

武
士
不
明

）・
大
友
荘
（
小
田
原
市
東
大
友

・

西
大
友
、

八
幡
宮
領
、

武
士
大
友
氏
）・
成
田
荘（
小
田
原
市
成
田
、

左
大
臣
藤
原
頼
長
領
、

保
元
乱
で

後
白
河
院
領
と
な
り
、

京
都
の

新
日
吉

社
領
に

寄
進
さ
れ
、

領
家
職
は
鎌
倉
中
期
に

後
嵯
峨
天
皇
皇
后
大
宮
院
西
園
寺
姞
子
、

亀
山
天
皇
皇
女
昭
慶
門
院
喜
子
内
親
王
と

伝
領
さ
れ
た

）・

曾
我
荘
（
小
田
原
市
、

武
士
曾
我
氏

）・
早
川
荘（
小
田
原
市
、

本
家
藤
原
道
長
の

子
長
家
、

領
家
大
江
公
資
、

武
士
土
肥
氏

）・
中
村
荘
（
中
井

町
、

武
士
中
村
氏
）・
河
勾
荘
（
二

宮
町
、

鳥
羽
上
皇
皇
女
八
条
女
院
暲
子
内
親
王
領
）・
波
多
野
荘
（
秦
野
市
、

皇
室
領
、

の

ち
近
衛
家
領
、

武

士
波
多
野
氏
）・
前
取
荘
・

四
宮
荘
（
平
塚
市
、

皇
室
領
）・
豊
田
荘
（
平
塚
市
、

武
士
豊
田
氏
）
・

愛
甲
荘
（
厚
木
市
、

熊
野
山
領
、

武
士
愛

甲
氏

）・
毛
利
荘
（
厚
木
市
、

武
士
毛
利
氏
）・
渋
谷
荘
（
綾
瀬
市
・

藤
沢
市
、

武
士
渋
谷
氏

）・
吉
田
荘
（
横
浜
市
戸
塚
区
、

武
士
渋
谷
氏

）・

山
内
荘
（
鎌
倉
市
、

武
士
山
内
首
藤
氏
）・
三
浦
荘
（
横
須
賀
市
、

武
士
三
浦
氏
）・
三
崎
荘
（
三
浦
市
、

三
条
天
皇
皇
女
冷
泉
院
宮
領
、

の

ち
近

衛
家
領
）・
六
浦
荘
（
横
浜
市
金
沢
区
、

武
士
金
沢
氏
）・
賀
勢
荘
（
後
白
河
上
皇
皇
女
宣
陽
門
院
覲
子
内
親
王
領
）・
河
崎
荘
（
川
崎
市
、

武
士

河
崎
氏
）・
橘
御
厨
（
川
崎
市
高
津
区
、

大
神
宮
領

）・
榛
谷
御
厨
（
横
浜
市
旭
区
、

伊
勢
内
宮
領
、

武
士
榛
谷
氏
）・
小
山
田
荘
（
町
田
市
、

武

士
小
山
田
氏
）
等
が
、

平
安
末
期
ご
ろ
ま
で

に

県
下
に

成
立
し
た

荘
園
と
、

そ
こ

を
名
字
の

地
と

す
る
武
士
た
ち
で

あ
る
。

公
領
と
武
士

こ

れ
ま
で

の

通
説
で

は
、

十
一

〜
十
二

世
紀
に

全
国
に

荘
園
が

展
開
す
る
と
、

公
地
制
は
崩
壊
し
て
、

国
司
の

支

配
す
る
公
領
は
見
る

影
も
な
く
な
っ

た
と

考
え
ら
れ
て

来
た
。

た
し
か
に

国
に

よ
っ

て

は
、

そ
う
し
た

状
況
を
自
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ら
公
言
し
て

い

る

国
司
も
あ
る
。

し
か
し

最
近
の

学
説
は
か

え
っ

て

逆
で
、

十
二

〜

十
三
世
紀
は
、

荘
園
と

並
ん
で

公
領
も
、

中
世
の

支
配
体
制
を
構
成
し
て

い

る
と

指

摘
さ
れ
、

こ

れ
を
荘
園
公
領
制
と
よ
ぶ
べ

し
と
の

説
が
唱
え
ら
れ
て

い

る
。

こ

の

見

地
か
ら
、

中
世
の

公
領
の

研
究
の

必
要
性
が
認
め

ら
れ
て

来
た
が
、

明
ら
か
に

公
領

と
み
と
め

ら
れ
る

資
料
は
少
な
い
。

か
つ

公
領
は
、

荘
と
は
い

わ
ず
、

郷
・

保
・

村
・

名
・

山
等
の

名
称
を
も
っ

て

あ
ら
わ
れ
る
が
、

郷
も
村
も
名
も
山
も
、

中
世
で

は
、

荘
園
内
の

地
名
と
し
て

も
盛
ん
に

用
い

ら
れ
て

い

る

の

で
、

そ
の

識
別
に

は
、

甚
だ

不
確
定
さ
が

伴
う
。

こ

れ
ら
の

点
に

留
意
し
つ

つ

慎
重
に

取
扱
う
必
要
が
あ
る
。

石

井
進
が
、

県
史
の

資
料
編
の

中
か
ら
抽
出
し
た

十
四
世
紀
末
ま
で

の

公
領
の

数
は
合

計
百
二

十
か

所
に

も
及
ぶ
。

公
領
の

基
本
単
位
と
し
て

圧
倒
的
に

多
い

の

が

郷
で

あ
る
が
、

こ

の

郷
の

う
ち
、

五
十
戸
一

郷
と
し
た

郷
を
書
き
上
げ
た
「
和
名
類
聚
抄
」
の

郷
名
と
一

致
す
る
も
の

は
、

相
模
国
で

七
、

県
域
武
蔵
三
郡
で

三
し
か
な
く
、

か

え
っ

て

近
世
以
降
の

村
名
と
一

致
し
、

現
在
ま
で

地
名
と
し
て

そ
の

名
を

伝
え
る

も
の

が
圧
倒
的
に

多
い
。

こ

れ
は
、

律
令
制
の

郷
と
比
べ

て
、

中
世
の

公
領
の

郷
は
、

よ
り
小
範
囲
の

地
域
で
、

近
世
か
ら

近
代
に

つ

な
が
る

村
落
を
も
と
と
し
た
も
の

で

あ
る
こ

と

を
意
味
す
る
。

中
世
の

荘
園
内
に

も
復
数
の

郷
が

出
来
た
が
、

こ

れ
も
全

衣笠城跡から旧三浦荘を望む　三浦市

©神奈川県立公文書館



く
公
領
の

郷
と

同
じ
性
格
の

も
の

で

あ
り
、

こ

こ

に

荘
園
公
領
の

同
質
化
が
う
か
が
え
る
。

公
領
の

郷
に

は
、

そ
の

地
域
を
管
理
し
、

徴
税
を
う
け
お

う
役
人
と
し
て

郷
司
が
お
か
れ
、

主
と
し
て

在
地
の

有
力
者
が
任
命
さ

れ
、

郡
司
と

並
ん
で

国
衙
に

直
結
し
た
。

愛
甲
郡
古
庄
郷
（
厚
木
市
飯
山
附
近

）
に

は
郷
司
近
藤
太
、

足
下
郡
大
友
郷
（
小
田
原
市
東

大
友
・

西
大
友

）
の

郷
司
職
を
世
襲
し
た
大
友
氏
、

高
座
郡
下
海
老
名
郷
の

郷
司
海
老
名
季
景
の

名
が

史
料
に
の

こ

さ
れ
て

い

る
が
、

鎌
倉
時
代
の

初
期
に
、

松
田
郷
（
松
田
町

）
を
支
配
し
て
い

た
波
多
野
松
田
氏
、

河
村
郷（
山
北
町

）の
河
村
氏
、

土
肥
郷
（
湯
河
原
町

・

真
鶴
町

）
を
支
配
し
て

い

た
土
肥
氏
な
ど
の

武
士
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の

郷
司
を
つ

と
め

て

い

た

家
柄
で

あ
っ

た
と

思
わ

れ

る
。

す
な

わ
ち
公
領
内
に

も
開
発
有
力
武
士
が

成
立
し
て

い

た
の

で

あ
る
。

大
友
・

松
田
・

河
村
・

土
肥
・

岡
崎
・

古
庄
・

飯
田
・

長
尾
・

芦

名
・

和
田
・

平
子
・

恩
田
・

市
尾
の

武
士
た
ち
は
こ

れ
に

あ
た
る
。

源
義
朝
父
子

の

相
武
経
営

鎌
倉
郡
由
比
郷
・

小
林
郷
・

大
倉
郷
・

深
沢
郷
等
、

今
日
の

鎌
倉
市
域
の

大
部
分
を
占
め
る

地
域
は
公
領
で

あ
っ

た
。

こ

の

地
の

館
に

居
を
か
ま
え
る

義
朝
が
、

在
庁
官
人
と

共
同
し
て

大
庭
御
厨
を
公
領
と
称
し
て

停
廃
し
よ
う

と
し
た
根
拠
で

あ
る
。

義
朝
は
、

同
じ
在
庁
官
人
で

あ
る
三
浦
介
義
明
の

女
と
の

間
に

長
子
義
平
を
、

波
多
野
荘
の

領
主
波
多
野
義

通
の

妹
と
の

間
に

次
子
朝
長
を
も
う
け
た
。

朝
長
の

屋
敷
は
波
多
野
氏
の

所
領
松
田
郷
に

あ
っ

て
、

そ
の

侍
所
は
二

十
五

間
あ
っ

て
、

鎌
倉
幕
府
開
設
当
初
の

侍
所
の

十
八
間
よ
り
は
る
か
に

大
き
か
っ

た
。

波
多
野
氏
の

兵
力
、

ま
た
こ

れ
を
同
族
に

組
み
入
れ
た

義
朝
の

軍
事
力
を
推
察
で

き
よ
う
。

三
浦
介
に

至
っ

て

は
、

さ
ら
に

強
大
で

あ
る
。

義
朝
は
や
が
て

帰
京
し
、

隠
居
し
た
父
為
義
の

あ
と
を
つ

い

で
、

源
氏
の

棟
梁
と
な
る
。

©神奈川県立公文書館



義
朝
が

鎌
倉
を
去
っ

た
あ
と
の

相
武
経
営
を
つ

い

だ
の

が
、

義
平
で

あ

る
。

若
年
な
が
ら
「
鎌
倉
の

悪
源
太

」
と
よ
ば
れ
た
猛
者
で

あ
り
、

わ
ず

か

十
五
歳
の

と

き
、

武
蔵
国
大
蔵
館
（
埼
玉
県
）
に
、

叔
父
の

帯
刀

先
生

義
賢
を
攻
め

殺
し
て
、

一

躍
武
名
を
あ
げ
た
。

義
賢
は
、

上
野
国
多
胡
郡

を
本
拠
と
し
、

武
蔵
の

有
力
武
士
秩
父
重
隆
と
結
ん
で
、

義
朝
が
勢
力
を

は
る
相
武
の

地
を
ね
ら
っ

て

い

た
の

で

あ
る
。

義
賢
の

遺
子
義
仲
は
、

信

濃
の

木
曾
谷
に

の

が
れ
、

源
頼
朝
と

対
決
す
る
こ

と
に

な
る
。

京
洛
に

戦
う

相
武
の

武
士

保
元
元
年
（
一

一

五
六

）
京
都
に

起
こ

っ

た
保
元
の

乱
に

は
、

後
白
河
天
皇
・

関
白
藤
原
忠
通
対
崇
徳
上
皇
・

左

大
臣
藤
原
頼
長
の

政
権
争
い

が
、

武
力
闘
争
に

ま
で

発
展
し
た
も
の

で

あ
る
。

天
皇
側
も
上
皇
方
も
、

そ
れ
ぞ
れ
源
平
の

武
士
を
招

い

て

戦
い

に
の

ぞ
ん
だ
が
、

天
皇
方
の

召
に

応
じ
た
義
朝
は
、

多
数
の

東
国
武
士
を
率
い

て

参
加
し
た
。

そ
の

中
に

は
相
模
の

武
士

と
し
て
、

大
庭
平
太
景
義
・

同
三
郎
景
親
・

山
内
刑
部
丞
俊
通
・

同
子
息
滝
口

俊
綱
・

海
老
名
源
八
季
貞
・

波
多
野
小
二

郎
義
通
、

武
蔵
国
三
郡
内
の

武
士
と

し
て
、

師
岡
氏
が

名
を
つ

ら
ね
て

い

る
。

こ

の

外
、

武
蔵
で

は
豊
島
・

中
条
・

成
田
・

筈
田
・

河
内
・

別

府
・

奈
良
・

玉
井
・

丹
治
・

斎
藤
・

榛
沢
・

児
玉
・

秩
父
・

栗
飯
原
・

猪
俣
・

金
子
・

河
句
・

手
薄
加
・

村
山
党
金
子
・

山
口
・

平

山
・

河
越
の

面
々

も
従
っ

た
と
あ
る
。

義
賢
討
滅
後
の

武
蔵
武
士
も
、

大
庭
御
厨
事
件
で

は
敵
対
関
係
に

あ
っ

た
相
模
武
士
大
庭
氏

三浦義明像　横須賀市　満昌寺蔵
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も
加
わ
っ

て

い

る
こ

と

は
、

義
朝
・

義
平
父
子
の

相
武
武
士
団
の

再
編
成
の

成
功
を
物
語
っ

て

い

る
。

こ

れ
に

対
し
、

義
賢
を
通
じ
て

の

東
国
武
士
団
の

組
織
に

失
敗
し
た
父
為
義
方
に

従
う
も
の

は
、

源
基
実
の

女
を
母
と

す
る

頼
賢

・

頼
仲
・

為
宗
、

賀
茂
神
主
成
宗
の

女
を
母
と

す
る

為
成
、

江
口

の

遊
女
を
母
と

す
る

鎮
西
八
郎
為
朝
ら
、

京
洛
に

住
む
子
息
ら
が

主
力
と
な
っ

た
に

す
ぎ
な
い
。

為
義
自
身
も
中
宮
亮
藤
原
有
綱
の

女
を
母
と
し
て

い

た
。

東
国
と
は
縁
は
薄
か
っ

た
の

で

あ
る
。

保

元
の

乱
の

勝
利
に

大
き
な
貢
献
を
し
た
義
朝
は
、

そ
の

武
功
に

か

え
て

父
為
義
の

助
命
を
請
う
た
が

許
さ
れ
ず
、

降
伏
し
て

来
た
父

を
は
じ
め

多
く
の

弟
た
ち
の

死
刑
を
強
要
さ
れ
、

し
か
も
恩
賞
は
、

同
じ
天
皇
方
に

加
わ
っ

た

平
清
盛
一

族
に

は
る
か
に

及
ば
な
か

っ

た
。

こ

う
し
た
こ

と
に

不
満
を
い

だ
い

た
義
朝
は
、

平
治
の

乱（
平
治
元
年
－
一

一

五
九

）に
は
、

藤
原
信
頼
に

協
力
し
て

平
清
盛
と

戦

い
、

惨
敗
す
る
。

こ

の

乱
に

も
相
武
の

武
士
は
、

義
朝
に

従
い
、

と
く
に

山
内
俊
綱
は
六
条
河
原
で

討
死
し
、

そ
の

父
俊
通
は
、

義

朝
敗
走
の

防
矢
し
て

戦
死
し
た
。

保
元
・

平
治
の

乱
後
の

戦
勝
者
側
の

敗
者
に

対
す
る
追
求
は
き
び
し
か
っ

た
。

保
元
の

乱
で

は
、

そ
の

た
め

源
為
義
一

家
は
全
滅

し
、

平
治
の

乱
で

は
、

源
義
朝
一

家
は
、

幼
児
に

至
る
ま
で

斬
首
さ
れ
た
。

わ
ず
か
に
、

平
清
盛
の

継
母
池
禪
尼
の

助
命
に

よ
っ

て

源
頼
朝
と
、

常
盤
御
前
を
意
に

従
わ
せ
よ
う
と
し
て

許
し
た
義
経
ら
数
子
が

見
逃
さ
れ
た
。

頼
朝
は
、

平
家
の

腹
臣
山
木
兼
隆
が
目

代
と
な
っ

て

い

た
伊
豆
国
に

流
さ
れ
、

義
経
は
、

僧
侶
と
な
っ

て

寺
院
山
林
に

ひ

そ
ん
だ
。

平
氏
は
、

源
氏
の

棟
梁
一

家
に

対
し
て

追
求
は
き
び
し
か
っ

た
が
、

源
氏
の

棟
梁
の

下
に

結
集
し
た

東
国
武
士
団
に

対
し
て

は
、
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寛
大
で

あ
っ

た
。

彼
ら
は
荘
司
で

あ
っ

た
り
、

郷
司
あ
る
い

は
在
庁
官
人
が

本
職
で

あ
る
。

戦
敗
者
と
し
て

武
威
を
振
う
こ

と
は
出

来
な
く
な
っ

た
が
、

そ
の

本
職
を
失
っ

た
わ
け
で

は
な
い
。

そ
の

上
棟
梁
と

武
士
た
ち
の

関
係
は
、

封
建
制
度
が

未
熟
な
た
め
、

中

世
ほ
ど

絶
対
的
で

は
な
い
。

数
百
騎
あ
げ
ら
れ
て

い

る

東
国
武
士
団
の

う
ち
、

源
氏
の

棟
梁
の

た
め

戦
死
し
た
武
士
は
、

数
指
を
数

え
る
に

す
ぎ
な
い
。

そ
の

大
部
分
は
、

敗
色
濃
く
な
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
戦
場
を
離
脱
し
て
、

本
名
の

地
に

か

え
り
、

あ
る
い

は
京
都

に

と
ど
ま
っ

て

内
裏
大
番
役
の

勤
仕
を
つ

づ

け
、

内
裏
番
役
を
指
揮
す
る

平
氏
の

傘
下
に

入
っ

た
。

平
氏
は
、

つ

と
め

て

こ

れ
ら
の

源
氏
武
士
団
の

組
織
化
に
つ

と
め

た
。

保
元
・

平
治
乱
で

は
源
氏
に

従
っ

て

奮
戦
し
た
大
庭
景
親
な
ど
は
、

平
家
側
の

武
士
団
の

統

率
者
の

地
位
に

つ

き
、

平
治
の

乱
で

義
朝
の

た
め

戦
死
し
た
山
内
首
藤
氏
や
、

為
義
の

子
朝
長
の

た
め

宏
大
な
館
を
つ

く
っ

た
波
多

野
氏
ら
を
も
、

そ
の

傘
下
に

収
め
た
。

平
氏
全
盛
時
代
の

平
家
家
人
の

調
査
に

よ
る
と
、

伊
勢
国
の

武
士
五
十
九
氏
に
つ

い

で
、

武

蔵
国
四
十
六
、

相
模
国
三
十
八
氏
が

見
出
さ
れ
、

俣
野
景
久（
大
庭
御
厨
俣
野
郷

）・
長
尾
為
景（
鎌
倉
郡
長
尾
郷

）・
梶
原
家
景（
鎌
倉
郡

梶
原
郷

）・
八
木
下
正
常
（
足
下
郡
柳
下
郷

）・
香
川
五
郎
（
高
座
郡
香
川

）・
渋
谷
重
国
（
渋
谷
荘

）・
国
分
太
郎
（
国
分
寺
荘

）
・

本
間

五
郎
（
愛
甲
郡
本
間

）・
曾
我
祐
信
（
曾
我
荘

）・
糟
屋
盛
久
（
糟
屋
荘

）・
河
村
義
秀
（
河
村
郷

）・
飯
田
五
郎
（
高
座
郡
飯
田

）・
毛
利

景
行（
毛
利
荘

）・
土
屋
義
清
（
土
屋
荘

）・
土
肥
実
平
（
土
肥
郷

）・
三
浦
義
澄
（
三
浦
郡

）
の

面
々

で

あ
る
。

荘
園
公
領
の

い

ず
れ

に

も
み
ら
れ
、

彼
ら
の

大
部
分
は
、

頼
朝
挙
兵
の

当
初
は
、

平
家
側
の

総
大
将
大
庭
景
親
に

従
っ

て
、

頼
朝
の

身
命
を
危
う
か

ら
し
め

た
の

で

あ
る
。
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一

　
武
家
の

府
鎌
倉

㈠
　
鎌
倉
殿
の

誕
生

頼
朝
鎌
倉
に

入
る

平
治
の

乱
か
ら
二

十
年
の

歳
月
が

流
れ
た
。

十
五
歳
で

伊
豆
蛭
子
島
（
静
岡
県

）
に

流
さ
れ
た
源
頼
朝
も

三

十
五
歳
の

壮
年
に

達
し
た
治
承
四
年
（
一

一

八
〇

）、
京
都
で

源
頼
政
の

勧
め
を
う
け
て
、

反
平
氏
の

兵
を
挙

げ
た
以
仁
王
の

令
旨
が
、

頼
朝
の

も
と
に

届
け
ら
れ
た
。

こ

れ
を
う
け
て

八
月
十
七
日
夜
、

頼
朝
は
か
ね
て

連
絡
の

あ
っ

た
伊
豆
や

西
相
模
の

武
士
た
ち
や
、

妻
政
子
の

父
で

伊
豆
の

在
庁
官
人
で

あ
っ

た
北
條
時
政
ら
と

共
に

蜂
起
し
て
、

伊
豆
国
目
代
山
木
兼
隆
を

襲
撃
し
て

殺
し
、

国
府
の

実
権
を
握
り
、

東
国
支
配
の

権
限
を
頼
朝
に

与
え
た
と

あ
る

以
仁
王
の

令
旨
を
陣
頭
に

か
か

げ
、

東
国
を

目
ざ
し
て

進
ん
だ
が
、

今
の

小
田
原
市
南
部
の

石
橋
山
で
、

大
庭
景
親
の

率
い

る

三
千
余
騎
に

迎
え
ら
れ
て

惨
敗
し
た
。

よ
う
や
く

土
肥
実
平
の

助
け
に

よ
り
、

真
鶴
崎
か
ら
海
路
安
房
に

の

が

れ
た
。

こ

こ

で

三
浦
半
島
で

頼
朝
に

呼
応
し
た
が

間
に

合
わ
ず
、

畠
山

勢
に

追
わ
れ
た
三
浦
氏
一

族
と

合
流
し
て
、

勢
力
を
回
復
し
、

上
総
の

上
総
介
広
常
、

下
総
の

千
葉
介
常
胤
ら
の

帰
服
を
得
、

つ

い

で

武
蔵
に

入
っ

て

畠
山
氏
・

江
戸
氏
・

河
越
氏
な
ど
の

有
力
武
士
団
を
そ
の

手
勢
に

加
え
な
が
ら
、

大
軍
と
な
っ

て

相
模
に

入
り
、

千
葉
介
常
胤
の

進
言
に

従
っ

て
、

父
祖
ゆ
か

り
の

要
害
の

地
鎌
倉
を
そ
の

本
営
と

定
め

た
。

十
月
七
日
鎌
倉
に

入
っ

た
頼
朝
は
、

頼
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義
が

勧
請
し
た
石
清
水
八
幡
宮
を
鶴
岡
に

移
し
、

自
邸
を
そ
の

東
側
の

大
倉
に

定
め
、

大
庭
景
義
に

工

事
の

監
督
を
命
じ
た
。

武
家
の

府
鎌
倉
の

発
足
で

あ
る
。

十
月
、

東
下
す
る

平
家
軍
を
迎
え
う
つ

た
め
、

駿
河
国
（
静
岡
県
）
賀
島
に

出
陣
し
た
が
、

富
士
川
対
陣
で

平
家
軍
は
潰
走
、

頼
朝
は
追
撃
し
よ
う
と
し
た

が
、

千
葉
常
胤
・

三
浦
義
澄
ら
の

忠
告
に

よ
っ

て

中
止
し
た
。

二

十
五
日
相
模

松
田
亭
に

入
り
、

反
転
し
て

常
陸
佐
竹
秀
義
追
討
に

進
発
、

途
に

萩
野
俊
重
を

滅
ぼ
し
、

十
一

月
十
七
日
鎌
倉
に

帰
着
。

同
日
和
田
義
盛
を
侍
所
別
当
に

任
じ
、

十
二

月
十
二

日
大
倉
に

竣
工

し
た
新
邸
に

移
っ

た
。

こ

の

時
出
仕
の

御
家
人
は

和
田
義
盛
以
下
三
百
十
一

人
、

そ
れ
ぞ
れ
宿
館
を
構
え
た
。

武
家
の

府
と
し
て

の

鎌
倉
は
、

そ
の

性
格
を
確
立
し
、

こ

れ
ま
で

海
人
野
臾
（
漁
夫
・

農
夫
）
の

外

は

住
む
者
も
な
か
っ

た

鎌
倉
は
、

武
家
屋
敷
が
門
を
並
べ

る
よ
う
に

な
っ

た
。

こ

の

こ

ろ
平
家
は
京
都
に

政
権
を
握
っ

て

い

た
が
、

寿
永
二

年
（
一

一

八
三

）

九
月
、

北
陸
道
を
攻
め

上
っ

た
木
曽
義
仲
に

迫
ら
れ
て

西
海
に

脱
出
し
、

天
下

は
平
氏
・

義
仲
・

頼
朝
三
分
の

形
勢
と

な
っ

た
。

鎌
倉
は
、

伊
勢
国
を
含
む
東
国
支
配
の

府
と
な
り
、

相
模
国
は
、

一

挙
に

歴
史
の

中
心
舞
台
と
な
っ

た
。

頼
朝
自
身
は

鎌
倉
を
動
か

ず
、

異
母
弟
の

義
経
・

範
頼
に

東
国
勢
を
率
い

て

東
上
さ
せ
、

元
暦
元
年
（
一

一

石橋山合戦場跡　小田原市
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八
四

）
木
曽
義
仲
を
亡
ぼ
し
、

文
治
元
年
（
一

一

八
五

）
三
月
平
氏
を
長
門
壇
浦
（
山
口

県
）
に

挙
族
滅
亡
さ
せ
た
。

文
治
五

年
（
一

一

八
九

）
に

は
奥
州
藤
原
氏
を
滅
ぼ
し
て
、

天
下
を
統
一

し
た
。

こ

れ
ら
の

勝
利
は
、

専
ら
相
武
を
中
心
と
し
た

関
東
武
士
の

は

た

ら
き
に

よ
る
。

こ

の

こ

ろ
頼
朝
は
鎌
倉
殿
と
よ
ば
れ
、

京
都
で

は
、

治
承
五
年
を
養
和
と

改
元
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

頼
朝
は
治

承
の

年
号
を
用
い

つ

づ

け
て
、

独
立
政
権
で

あ
る
こ

と
を
表
明
し
た
の

で

あ
る
。

鎌
倉
幕
府
の

成
立

頼
朝
は
、

安
房
か
ら

転
進
し
て

鎌
倉
に

入
る
と
、

ま
ず
武
士
の

統
制
と

支
配
、

軍
目
付
の

任
に

あ
た

る

侍

所
を
設
置
し
て

和
田
義
盛
を
別
当
に

任
じ
、

頼
朝
が

流
罪
中
も
彼

と

交
流
の

あ
っ

た
京
都
の

文
人
た
ち
を
政
務
の

事
務
官
に

起
用
し
て
、

政

治
の

体
制
を
と
と
の

え
た
。

頼
朝
の

乳
母
の
一

人
の

妹
の

子
に

あ
た
る

三

善
康
信
、

以
前
頼
朝
の

養
育
に

あ
た
っ

て

頼
朝
年
来
の

知
り
合
い

で

あ
る

中
原
親
能
、

及
び
そ
の

弟
大
江
広
元
ら
、

文
筆
に

す
ぐ
れ
た
人
々

を
公
事

奉
行
人
と
し
て
、

東
国
支
配
者
と
し
て

の

統
治
を
進
め

た
。

元
暦
元
年

（
一

一

八
四

）
公
家
に

な

ら
っ

て

公
文
所
（
政
務
の

処
理
機
関
）
や
問
注
所

（
裁
判
機
関
）
を
設
け
、

大
江
広
元
を
公
文
所
別
当
に
、

三
善
康
信
を
問
注

所
別
当
に

任
じ
た
。

文
治
元
年
（
一

一

八
五

）
頼
朝
が

従
二

位
に

昇
進
す
る

源頼朝像　東京国立博物館蔵
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と
、

公
文
所
は
発
展
的
に

政
所
に

吸
収
さ
れ
た
。

頼
朝
が

征
夷
大
将
軍
に

任
ぜ
ら
れ
て
、

名
実
と
も
に

武
家
の

府
で

あ
る

幕
府
と
な
る
の

は
、

建
久
三
年（
一

一

九
二

）の
こ

と
で

あ

る
が
、

そ
の

実
は
す
で

に

そ
れ
以
前
に

と
と
の

え
ら
れ
て

い

た
。

文
治
元
年
十
二

月
、

頼
朝
に

疎
外
さ
れ
て

挙
兵
を
企
て

た

義
経
が

没
落
す
る
と
、

頼
朝
は

朝
廷
に

強
要
し
て
、

義
経
の

追
討
と
、

諸
国
を
北
条
時
政
以
下
の

御
家
人
に

分
賜
し
、

荘
園
公
領
に

段
別
五
升
の

兵
粮
米
を
徴
収
す
る
こ

と
を
許
す
宣
旨
を
得
、

頼
朝
を
日

本
総
追
捕
使（
総
守
護

）・
総
地
頭
に
、

有
力
御
家
人
を
国
別
総
追
捕
使（
守
護

）・
地
頭
に

任
じ
、

国
中
の

御
家
人
を
指
揮
し
て

治
安

警
察
権
を
掌
握
す
る
ば
か

り
で

な
く
、

国
衙
を
支
配
し
て

国
衙
の

役
人
や
荘
園
公
領
の

下
司
・

押
領
使
も
す
べ

て

鎌
倉
殿
が
支
配
す

る
と
い

う
宣
旨
が

出
さ
れ
た
。

こ

れ
に

よ
っ

て

平
氏
の

旧
領
や
義
経
ら
の

所
領
に

は
、

御
家
人
が
地
頭
に

任
命
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

武
家
政
権
の

実
質
は
こ

の

宣
旨
で

公
的
な
も
の

と
な
っ

た
。

こ

れ
に

よ
っ

て

任
命
さ
れ
た
諸
国
総
追
捕
使
や
地
頭
は
、

頼
朝
の

挙
兵
以
来
彼
に

従
っ

て

戦
線
に

戦
っ

た
相
模
・

武
蔵
・

伊
豆
・

上
総
・

下
総
・

上
野
・

下
野
の

武
士
た
ち
で

あ
る
。

彼
ら
は

本
名
の

地
以
外
に

全
国
に

総
追
捕
使
職
・

地
頭
職
の

名
で

所
領
を
も
つ

こ

と
に

な
り
、

中
世
に
、

相
武
の

武
士
が

全
国
に

ひ

ろ
が
る
契
機
と

な
っ

た
。

ま
た
こ

れ
ら
の

武
士
を
統
治
す
る

鎌
倉
殿
の

い

る

鎌
倉
は
、

京
都
と

並
ぶ

政
治
の

中
心
と
な
っ

た
。

鎌
倉
街
道
の

整
備

鎌
倉
が

武
家
の

府
と
な
る
と
、

京
都
・

鎌
倉
間
の

公
私
の

往
来
は
に

わ
か
に

多
く
な
っ

た
。

こ

れ
ま
で

京
都

と

相
模
国
府
（
当
時
の

国
府
は
現
在
の

大
磯
町

）
を
結
び
、

内
陸
を
横
切
っ

て

下
総
国
府
（
市
川
市

）
に

至
る

東

海
道
は
、

大
化
前
代
の

三
浦
半
島
を
縦
断
し
て

浦
賀
水
道
を
横
断
す
る

古
道
に

復
活
す
る
こ

と
と
な
っ

た
。

令
制
の

駅
は
再
編
成
さ
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れ
て
、

京
都
〜
鎌
倉
間
に

は
数
多
く
の

宿
が

整
備
さ
れ
た
。

建
長
五

年
（
一

二

五
三

）
に

鎌
倉
殿
と
し
て

迎
え
ら
れ
た
「
宗
尊
親
王

鎌
倉
下

向
記
」
は
、

京
都
鎌
倉
間
に

三
十
宿
を
あ
げ
て

い

る
が
、

こ

の

時
代
に

京
都
か
ら

鎌
倉
へ

下
向
し
た
源
光
行
の

旅
行
記
「
海
道
記
」（
貞
応
二

年
＝
一

二

二

三

）
や
、

源
親
行
の

「
東
関
紀
行
」
（
仁
治
三
年
＝
一

二

四
二

）、
有
名
な
和
歌
の

家
冷
泉
家
の

所
領
争
い

の

訴
訟
の

た
め
に

女

性
の

身
で

あ
り
な
が
ら
自
ら

幕
府
の

裁
定
を
仰
ぐ
た
め

鎌
倉
に

下
向

し
て
、

鎌
倉
で

没
し
た
阿
仏
尼
の

「
い

ざ
よ
い

日

記
」
（
建
治
三
年

＝
一

二

七
七

）
な
ど
に

よ
る
と
、

彼
ら
の

利
用
し
た

宿
に

は
、

多
少

の

出
入
が

あ
る
が
、

こ

れ
ら
を
総
合
す
る
と
、

こ

の

時
代
に

は
足
柄

越
え
と

箱
根
越
え
が
あ
り
、

前
者
は
静
岡
県
下
の

竹
ノ

下
か
ら
足
柄

峠
を
越
え

て
、

関
下
（
坂
下

）
宿
・

逆
川
宿
を
経
て

鎌
倉
に

入
る
、

ほ
ぼ
平
安
時
代
の

東
海
道
の

延
長
で

あ
る
。

後
者
は
、

静
岡
県
下
三

島
宿
か
ら

箱
根
山
を
越
え
湯
本
を

経
て
、

酒
匂
宿
・

鮎
沢
（
藍
沢

）

宿
等
を
経
て

鎌
倉
に

入
る
。

源
頼
朝
が

伊
豆
に

挙
兵
以
後
、

伊
豆
三

伊豆山神社　熱海市
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島
神
社
・

箱
根
神
社
・

伊
豆
権
現
の

三
社
を
特
に

信
仰
し
、

毎
年
年
初
に
こ

の

三
社
に

詣
で

る
の

を
例
と
し
た
こ

と

も
あ
っ

て
、

箱

根
越
え
道
が

次
第
に

重
視
さ
れ
、

室
町
時
代
に

な
れ
ば
、

足
柄
路
は
さ
び
れ
て

箱
根
路
が

用
い

ら
れ
、

葦
河
・

湯
本
・

小
田
原
・

酒

匂
・

郡
水
・

志
保
見
・

平
塚
・

懐

島
・

鎌
倉
の

道
中
と
な
っ

た
。

こ

の

道
中
は
、

幕
府
の

使
者
が

往
来
し
て

日
本
の

歴
史
を
ゆ
り

う
ご
か

す
大
動
脈
と
な
り
、

あ
る
い

は

将
軍
に

招
か
れ
た
京
都
の

文
人
・

学
者
・

芸
能
人
が
上
下
し
、

あ
る
い

は
鎌
倉
番
役
を
勤
め

る

西
国
御
家
人
、

あ
る
い

は
京
都
守
護
・

内
裏
番
役
を
勤
め

る
た
め

上
洛
す
る

東
国
武
士
、

幕
府
に

所
領
裁
判
を
求
め

る

訴
訟
人
た

ち
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の

使
命
と

思
惑
を
い

だ
き
な
が
ら
上
下
し
た
。

中
世
の

政
治
・

文
化
の

大
動
脈
の

役
割
を
果
た
し
た
。

さ
ら
に

東
海
道
に

つ

ぐ
重
要
な
道
路
と
し
て
、

東
国
に

集
中
的
に

居
住
す
る

御
家
人
の

動
員
を
目
的
と

す
る
、

東
国
各
地
か
ら
鎌

倉
に

至
る
、

い

わ
ゆ
る

鎌
倉
往
還
（
鎌
倉
街
道
は
江
戸
時
代
の

称
）
が
つ

く
ら
れ
た
。

そ
の

中
心
と
な
る
も
の

に

上
の

道
、

中
の

道
、

下
の

道
が

あ
っ

て
、

上
の

道
は
鎌
倉
か
ら

武
蔵
中
央
を
北
上
し
て
、

上
野
・

下
野
・

信
濃
方
面
に

至
る

道
、

中
の

道
は
、

鎌
倉
を
出

て
、

東
京
湾
と
上
の

道
の

中
間
を
北
上
し
て

宇
都
宮
・

陸
奥
に

至
る
道
、

下
の

道
は
、

東
京
湾
沿
い

に

北
上
し
て
、

一

は
湾
岸
沿
い

に

上
総
・

下
総
方
面
に

至
り
、

一

は
分
か
れ
て

常
陸
方
面
に

通
ず
る
。

こ

の

三
道
の

外
に

上
総
木
更
津
か
ら
東
京
湾
を
海
上
横
断
し

て

武
蔵
六
浦
に

上
陸
し
金
沢
を
経
て

鎌
倉
に

入
る
六
浦
道
、

甲
斐
国
か
ら
御
坂
峠
・

籠
坂
峠
を
越
え
て

鎌
倉
に

至
る
道
な
ど
が
あ
っ

た
。

こ

れ
ら
の

道
は
、

鎌
倉
に

変
事
が

起
こ

っ

た

時
に

は
、

御
家
人
が

寸
刻
を
争
っ

て

馳
せ

参
ず
る

往
還
で

あ
り
、

身
の

危
険
を
感

じ
た

武
士
た
ち
が

鎌
倉
か
ら

脱
出
す
る

道
で

も
あ
っ

た
。

さ
ら
に
、

頼
朝
の

奥
州
征
伐
、

承
久
の

乱
に

関
東
軍
が

大
挙
進
撃
す
る

道

で

も
あ
っ

た
。
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鎌
倉
の

町
造
り

鎌
倉
に

集
ま
る

往
還
は
、

こ

の

外
に

も
あ
る
。

そ
の

往
還
の

鎌
倉
に

入
る
口

は
、

七
つ

あ
っ

て

七
口

と
い

わ
れ
た
。

極
楽
寺
口
・

大
仏
口
・

化
粧
坂
口
・

巨
福
呂
坂

口
・

六
浦
口
・

名
越
坂
口
・

小
坪
口

で

あ
る
。

こ

の

七
口

が

開
か

れ

た
時
期
を
、

明
確
に

伝
え
る

史
料
は
な
い

が
、

そ
れ
ぞ
れ
の

口

は
鎌

倉
往
還
の

起
点
で

も
あ
っ

て
、

極
楽
寺
口
・

化
粧
坂
口

は
東
海
道
、

巨
福
呂
坂
口

は
下
の

道
、

六
浦
口

は
六
浦
往
還
、

名
越
坂
口

は
、

三

浦
半
島
を
経
て
、

浦
賀
水
道
を

渡
っ

て

安
房
に

至
る

往
還
の

出
口

で

あ
る
。

小
坪
口

も
同
様
で

あ
る
。

い

ず
れ
も
鎌
倉
を
と
り
ま
く
丘
陵

を
切
り
開
い

て

つ

く
っ

た
の

で
、

切
り
通
し
と
も
よ
ば
れ
る
。

頼
朝
が

千
葉
氏
ら
の

す
す
め
で
、

鎌
倉
の

新
第
に

居
を
定
め

た
と

き
、

三
百
十
一

人
の

御
家
人
が

居
館
を
構
え
た
が
、

そ
の

居
館
は
必

ず
し
も
、

都
市
計
画
に

も
と
づ
い

た
も
の

で

は
な
い
。

当
時
の

鎌
倉

は
、

軍
事
拠
点
で

あ
り
、

日
本
の

政
治
の

中
心
と
し
て

の

都
市
建
設

は
、

北
条
執
権
の

時
代
に

な
っ

て
、

為
政
者
の

意
識
に

上
る
。

た
だ

化粧坂　鎌倉市
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武
士
は
神
仏
崇
拝
の

念
強
く
、

頼
朝
も
大
倉
に

新
邸
を
構
え
る
と

同
時
に
、

由
比
ヶ

浜
か
ら
八
幡
宮
を
大
倉
邸
の

隣
り
の

鶴
岡
に

う

つ

し
、

社
前
か
ら
由
比
ケ
浜
に

大
路
を
ひ
ら
き
、

葛
石
を
敷
い

た
段
葛
を
つ

く
っ

て
、

京
都
の

内
裏
と

朱
雀
大
路
に

な
ぞ
ら
え
、

都

市
鎌
倉
の

構
想
を
示
し
た
が
、

建
設
は
文
治
元
年
（
一

一

八
五

）
勝
長
寿
院
、

同
五
年
（
一

一

八
九
）
永
福
寺
が
ま
ず
建
立
さ
れ
、

頼

朝
夫
妻
に

よ
る

仏
事
を
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
が
、

道
路
に
つ

い

て

は
、

怠
慢
の

あ
っ

た

将
士
の

償
い

に

道
路
つ

く
り
を
命
じ
た
程
度

に

す
ぎ
な
か
っ

た
。

そ
れ
が

本
格
化
す
る
の

は
北
条
氏
執
権
時
代
で

あ
る
。

開
府
以
後
年
月
を
経
る
に
つ

れ
て
、

次
第
に

行
政
的
要

素
を
つ

よ
め
、

ま
た

武
士
の

居
住
に

つ

れ
て
、

そ
の

生
活
的
需
要
に

応
ず
る
た
め
の

職
人
や
商
人
も
集
ま
り
、

物
資
は
、

由
比
ケ
浜

に

揚
陸
さ
れ
て

に

ぎ
わ
っ

た
。

承
久
の

乱
の

数
年
後
の

貞
応
二

年
（
一

二

二

三

）
の

「
海
道
記
」
に

由
比
ケ
浜
の

に

ぎ
わ
い

を
「
此
所

を
み
れ
ば
、

数
百
艘
の

舟
ど
も
、

綱
を
く
さ
り
て

大
津
の

う
ら
に

似
た
り
、

千
万
宇
の

宅
、

軒
を
な
ら
べ

て
、

大
淀
の

わ
た
り
に

異

ら
ず
」
と

記
し
て

い

る
。

大
津
は
近
江
（
滋
賀
県
）
の

大
津
、

大
淀
は
山
城
（
京
都
府
）
淀
川
の

港
で
、

と

も
に

京
都
の

外
港
で

あ
る
。

こ

の

言
葉
に

は
、

由
比
ケ
浜
の

に

ぎ
わ
い

と
と
も
に
、

鎌
倉
が
京
都
と

並
ぶ

都
で

あ
る
と
の

認
識
が

あ
る
。

弘
長
三
年
（
一

二

六
三

）

八
月
十
四
日
大
暴
風
雨
の

た
め

由
比
ケ
浜
に

あ
っ

た

数
十
艘
の

船
が

漂
没
し
、

二

十
七
日
の

大
風
雨
で

伊
豆
沖
で

漂
流
し
た
鎮
西
年

貢
運
送
船
六
十
一

艘
も
、

由
比
浦
に

向
か

う
も
の

で

あ
っ

た
で

あ
ろ
う
。

こ

う
し
た
風
波
の

難
を
さ
け
る
た
め
、

貞
永
元
年
（
一

二

三
二

）
往
阿
弥
陀
仏
の

勧
進
に

よ
っ

て
、

和
賀
江
島
が

築
か
れ
た
。

建
保
三
年
（
一

二
一

五

）
七
月
、

幕
府
は

結
城
宗
光
を
奉
行
と
し

て

町
人
以
下
鎌
倉
中
の

諸
商
人
の

員
数
を
定
め
た
の

を
み
れ
ば
、

早
い

時
期
に

す
で

に

商
人
の

制
限
を
必
要
と

す
る
ほ
ど
の

都
市
化

が

進
行
し
て

い

た
の

で

あ
る
。

小
町
大
路
・

小
坪
路
・

横
大
路
・

今
大
路
・

東
大
路
・

西
大
路
な
ど
の

大
路
の

整
備
も
す
す
み
、

仁
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